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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　伸縮性の材料で作成された円筒状のホルダーと、前記ホルダーに保持される化学カイロ
とを備え、
　前記ホルダーは、軸方向の両端が閉じた袋状の多層構造を有しており、
　前記ホルダーは、前記化学カイロが収納可能な収納部を有しており、
　前記ホルダーの軸方向の両端部から軸方向の内方の表面に、前記収納部に通ずる少なく
とも一つの開口部が形成されており、
　前記開口部は、前記ホルダーにおいて、周方向に延び、当該周方向の全周のうちの一部
に形成されており、
　前記ホルダーは、周方向の全周に亘って延びる帯状の締付け領域を複数備えており、
　前記開口部は、複数の前記締付け領域によって軸方向に挟まれている関節部に装着する
温熱治療具。
【請求項２】
　伸縮性の材料で作成された円筒状のホルダーと、前記ホルダーに保持される化学カイロ
とを備え、
　前記ホルダーは、軸方向の両端が閉じた袋状の多層構造を有しており、
　前記ホルダーは、前記化学カイロが収納可能な収納部を有しており、
　前記ホルダーの軸方向の両端部から軸方向の内方の表面に、前記収納部に通ずる少なく
とも一つの開口部が形成されており、
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　前記開口部は、前記ホルダーにおいて、周方向に延び、当該周方向の全周のうちの一部
に形成されており、
　前記収納部が脚の周囲または腕の周囲に位置するように膝や肘に装着され、
　前記ホルダーは、周方向の全周に亘って延びる帯状の締付け領域を複数備えており、
　前記開口部は、複数の前記締付け領域によって軸方向に挟まれている温熱治療具。
【請求項３】
　伸縮性の材料で作成された円筒状のホルダーと、
　前記ホルダーに保持される化学カイロと、を備え、
　前記ホルダーは、軸方向の両端が閉じた袋状の多層構造を有しており、
　前記ホルダーは、前記化学カイロが収納可能な収納部を有しており、
　前記ホルダーの軸方向の両端部から軸方向の内方の表面に、前記収納部に通ずる少なく
とも一つの開口部が形成されており、
　前記開口部は、前記ホルダーにおいて、周方向に延び、当該周方向の全周のうちの一部
に形成されており、
　該ホルダーが、手首領域と手の平および手の甲領域からなり、手の平および手の甲領域
に手の指を挿通する開口を有し、
　前記ホルダーは、周方向の全周に亘って延びる帯状の締付け領域を複数備えており、
　前記開口部は、複数の前記締付け領域によって軸方向に挟まれていることを特徴とする
手首に装着する温熱治療具。
【請求項４】
　伸縮性の材料で作成された円筒状のホルダーと、
　前記ホルダーに保持される化学カイロと、を備え、
　前記ホルダーは、軸方向の両端が閉じた袋状の多層構造を有しており、
　前記ホルダーは、前記化学カイロが収納可能な収納部を有しており、
　前記ホルダーの軸方向の両端部から軸方向の内方の表面に、前記収納部に通ずる少なく
とも一つの開口部が形成されており、
　前記開口部は、前記ホルダーにおいて、周方向に延び、当該周方向の全周のうちの一部
に形成されており、
　該ホルダーが、足首領域と足の甲および踵領域からなり、
　前記ホルダーは、周方向の全周に亘って延びる帯状の締付け領域を複数備えており、
　前記開口部は、複数の前記締付け領域によって軸方向に挟まれていることを特徴とする
足首に装着する温熱治療具。
【請求項５】
　前記化学カイロを収納した状態で膝または肘または手首または足首に装着されたときの
ホルダーの皮膚への圧迫力が８０ｈＰａ以下である請求項１から４のいずれかに記載の温
熱治療具。
【請求項６】
　前記化学カイロ収納部がホルダー内に仕切りを設けずに形成されている請求項１から５
のいずれかに記載の温熱治療具。
【請求項７】
　前記化学カイロ収納部が、袋状のホルダー内を仕切って形成されたポケットである請求
項１から５のいずれかに記載の温熱治療具。
【請求項８】
　前記化学カイロが、片面のみ通気性を有する内袋からなる請求項１から７のいずれかに
記載の温熱治療具。
【請求項９】
　前記化学カイロが、両面に通気性を有する内袋からなる請求項１から７のいずれかに記
載の温熱治療具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、関節部の温熱治療に用いる化学カイロを利用する温熱治療具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鉄などの金属の酸化熱を利用する化学カイロ、いわゆる使い捨てカイロは、簡便に暖房
を得ることを主目的として開発されており、それらには手に持って使用するタイプ、服の
ポケットに入れるタイプ、服や皮膚に貼るタイプ、さらには靴底に敷くタイプ、足（靴下
）裏に貼るタイプ、ベルトの形で巻き付けるタイプなど、適用部位によって様々なものが
市販され、また提案されている。
【０００３】
　このように従来の化学カイロは静置した状態での使用を前提にしており、したがって従
来の形態は可動部（関節部）である膝や肘、または手首や足首の暖房には向いていない。
特に可動範囲の大きい膝や肘には固定しにくい。
【０００４】
　最近、化学カイロ自体を帯状にして巻き付けるタイプのものが提案されている（特許文
献１）。しかし、このものは固定具そのものが暖房具であり、特定の患部以外を広範囲に
覆ってしまうため熱くなりすぎてしまい、限定された季節と場所でしか使用できない。ま
た、手首や足首、首などの回転運動に対してはある程度有効であるが、肘や膝などの大き
な屈曲や伸縮運動に追従しきれず、ズレてしまう点で更なる改良が求められる。
【０００５】
　また、上記のとおり従来の化学カイロは暖房を目的としていることから、低温火傷の防
止を視野に入れながら比較的高い温度での長時間の発熱を目指してきた。
【０００６】
　したがって、比較的低温での治療が主体となる温熱治療に従来の化学カイロを転用する
ときは、目的とする治療に必要な温度を超えて高くなることがあり、安易な転用による低
温火傷の危険が懸念されている。これまでにも提案はあったが（特許文献２）、実用化す
るには更なる研究を要するものである。
【特許文献１】特開２００２－１４６６１２号公報
【特許文献２】実開平１－６２８２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、温熱治療に適する温度を長時間維持でき、かつ関節部の動きに対してもズレ
ることなく、適切な部位に発熱部を保持できる関節用の温熱治療具を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　すなわち本発明は、伸縮性の材料で作製された円筒状のホルダーと該ホルダーに保持さ
れる化学カイロからなり、該ホルダーが化学カイロの出し入れまたは装着が可能な収納部
を有する関節部に装着する温熱治療具に関する。
【０００９】
　かかる本発明の関節部の温熱治療具には、可動範囲の広い膝や肘用の温熱治療具（第１
の発明）と手首や足首用の温熱治療具（第２の発明）が含まれる。以下、これらについて
、個別に説明する。
【００１０】
　本第１の発明は、伸縮性の材料で作製された円筒状のホルダーと該ホルダーに保持され
る化学カイロからなり、該ホルダーが化学カイロの出し入れまたは装着が可能な収納部を
有し、かつ該化学カイロ収納部が脚の周囲または腕の周囲に位置するように膝や肘に装着
する温熱治療具に関する。
【００１１】
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　ホルダーにより脚または腕が圧迫されすぎないように、化学カイロを収納した状態で膝
または肘に装着されたときのホルダーの皮膚への圧迫力を８０ｈＰａ以下に設定すること
が好ましい。
【００１２】
　ホルダーは、１枚の伸縮性の繊維製品で作製してもよいが、多重構造の袋状とするとき
は、化学カイロ収納部を該袋に構成することができる。
【００１３】
　化学カイロ収納部としては、袋状のホルダー内に仕切りを設けずに形成されていてもよ
いし、袋状のホルダー内を仕切って形成されたポケットであってもよい。袋状のホルダー
内に仕切りを設けずに形成するときは、化学カイロの位置を自由に変更調整でき、便利で
ある。
【００１４】
　一方、発熱部となる化学カイロは、片面のみ通気性を有する内袋からなっていてもよい
し、両面に通気性を有する内袋からなっていてもよい。
【００１５】
　本第２の発明は、伸縮性の材料で作製された円筒状のホルダーと該ホルダーに保持され
る化学カイロからなり、該ホルダーが、手首領域と手の平および手の甲領域からなり、該
ホルダー、たとえば手首領域に化学カイロの出し入れまたは装着が可能な収納部を有し、
手の平および手の甲領域に手の指を挿通する開口を有することを特徴とする手首に装着す
る温熱治療具に関する。
【００１６】
　また、第２の発明は、伸縮性の材料で作製された円筒状のホルダーと該ホルダーに保持
される化学カイロからなり、該ホルダーが、足首領域と足の甲および踵領域からなり、該
ホルダー、たとえば足首領域に化学カイロの出し入れまたは装着が可能な収納部を有する
ことを特徴とする足首に装着する温熱治療具にも関する。
【００１７】
　ホルダーにより手首または足首が圧迫されすぎないように、化学カイロを収納した状態
で手首または足首に装着されたときのホルダーの皮膚への圧迫力を８０ｈＰａ以下に設定
することが好ましい。
【００１８】
　ホルダーは、１枚の伸縮性の繊維製品で作製してもよいが、多重構造の袋状とするとき
は、化学カイロ収納部を該袋に構成することができる。
【００１９】
　化学カイロ収納部としては、袋状のホルダー内に仕切りを設けずに形成されていてもよ
いし、袋状のホルダー内を仕切って形成されたポケットであってもよい。袋状のホルダー
内に仕切りを設けずに形成するときは、化学カイロの位置を自由に変更調整でき、便利で
ある。
【００２０】
　一方、発熱部となる化学カイロは、片面のみ通気性を有する内袋からなっていてもよい
し、両面に通気性を有する内袋からなっていてもよい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の温熱治療具によれば、温熱治療に適する温度を長時間維持でき、かつ関節部の
動きに対してもズレることなく、圧迫による鬱血を起こさず、膝や肘、手首や足首の適切
な部位に発熱部を保持できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明の第１の発明は、伸縮性の材料で作製された円筒状のホルダーと該ホルダーに保
持される化学カイロからなり、該ホルダーが化学カイロの出し入れまたは装着が可能な収
納部を有し、かつ該化学カイロ収納部が脚の周囲または腕の周囲に位置するように膝や肘
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に装着する温熱治療具に関する。
【００２３】
　図１～５に従って、本第１の発明の肘用の温熱治療具の好ましい実施形態を説明するが
、本発明はこの実施形態に限定されず、種々の変更が可能である。もちろん、膝用の温熱
治療具としても寸法などを変更することによって実施できる。
【００２４】
　図１は、本発明の肘用の温熱治療具の概略側面図であり、図２は図１のＣ－Ｃ断面図、
図３は図１のＤ－Ｄ断面図、図４は締め付け部と開口部付近の部分概略平面図、図５は図
１の温熱治療具を肘に装着したときの概略説明図である。
【００２５】
　温熱治療具は円筒状のホルダー１と化学カイロ２とからなり、ホルダー１には化学カイ
ロ２の出し入れが可能な袋状の収納部３が設けられている。そして、本実施形態では、化
学カイロ収納部３には、化学カイロ２の出し入れ用の開口部５が２箇所設けられており、
収納部３に収納された化学カイロ２は、収納部３内で自由に位置決め可能になっている。
【００２６】
　ホルダー１は伸縮性の材料で構成されており、肘関節の曲げ伸ばしに追随できるように
されている。さらに要すれば、ホルダー１の一部にホルダー１の固定を容易にするための
締付け領域４を設けてもよい（図１参照）。
【００２７】
　ホルダー１は、前述のように、余りきつく腕を締め付けると血流を止めて鬱血を生ずる
ことがあるので、化学カイロ２を収納部３に収納した状態で膝または肘に装着されたとき
のホルダー１の皮膚への圧迫力を８０ｈＰａ以下に設定することが好ましい。鬱血が起こ
ると、患部に熱が滞留し、低温火傷が生ずる恐れがあるため、圧迫力は、さらには４０ｈ
Ｐａ以下、特に３５ｈＰａ以下とすることが望ましい。また、下限は、ゆるくなると患部
への追従性が失われて移動しやすくなり、治療部位に位置することが難しくなることから
、１０ｈＰａ、さらには２０ｈＰａ、特に３０ｈＰａである。
【００２８】
　この実施形態では、ホルダー１は１枚の伸縮性の繊維製品（織布、編布、不織布など）
を折り畳んで２重にして開放部を閉じた形、すなわち多重構造の袋状としている。そして
編成工程時に開口部５を開けている。開口部５は、この実施形態のように２箇所でもよい
が、治療する範囲や位置に応じて１～６箇所、好ましくは１～３箇所配設する。開口部５
の配置は特に限定されない。
【００２９】
　開口部５は、図４に示すように、袋状のホルダー１の外側布６を一部開口状態にしたま
ま編成している。この場合、収納部３はホルダー１を構成している外側布６と内側布７の
間の空間であり、この中に化学カイロ２が収納される。
【００３０】
　図示していないが、袋状のホルダー１を適宜縫製して個別の収納部（ポケット）を設け
てもよい。この場合、ポケットを関節の曲がる方向に配置すると、関節を曲げたときに圧
迫感があるので、ポケットは関節の動きを妨げない腕（膝用の場合は脚）の側部に設ける
ことが好ましい。しかし、治療部位によっては、加えて、腕の周囲を取り囲むように、お
よび／または上下する方向で配置してもよい。
【００３１】
　また図示していないが、収納部は、別途作製し、ホルダー１に縫い付けたり貼り付けた
りしてもよい。貼り付ける場合は粘着剤を使用してもよいし、面ファスナーなどで着脱自
在に位置が変えられるようにしてもよい。
【００３２】
　また、開口部５に蓋や覆いを付けてもよいし、脱落を防止する観点から、ボタンやファ
スナー（線状または面ファスナー）を取り付けてもよい。
【００３３】
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　ホルダー１は伸縮性の材料で構成されるが、材料としては合成繊維単独、さらには植物
繊維や動物繊維、鉱物繊維などの天然繊維を混合して、伸縮性、装着感、熱伝導性、加工
性、耐磨耗性、耐薬品性などを考慮しながら適宜選定すればよい。好ましい繊維材料は、
ポリアミド、ポリウレタン、ポリエステルなどが例示できる。また限定されないが、繊維
の太さは３～１００μｍ、好ましくは１０～５０μｍでよい。繊維の機械的特性としては
、引張強度で１０～３００ｋｇ／ｍｍ２、好ましくは１０～１００ｋｇ／ｍｍ２であり、
伸びで１～５０％、好ましくは５～３０％である。
【００３４】
　伸縮性は繊維の材質にも関係するが、布の作製方法によって制御できる。好ましくは編
布であり、丸編、横編、平編、ゴム編、パール編、両面編など、特に丸編で編まれた布が
縫製せずに予め円筒形に形成できるので好ましい。
【００３５】
　この伸縮性の材料でホルダー１は作製されるが、作製方法は、前述のような１枚もの、
袋状のもののほか、伸縮性、屈曲性を損なわない方法であればどのような方法で作製して
もよい。
【００３６】
　ホルダー１の寸法は、想定する被治療者の体格に応じて各種のサイズのものを適宜選べ
るようにすればよい。
【００３７】
　つぎに本発明の他方の構成要素である化学カイロについて図６に従って説明する。
【００３８】
　本発明に用いる化学カイロ２は、たとえば、図６に示すように、偏平状袋（以下、内袋
と称す）１１内に空気の存在下で酸化発熱する発熱組成物１２が封入されており、前記偏
平状袋１１が気密性袋（以下、外袋と称す）１３内に収納されている。
【００３９】
　また、発熱組成物１２は、１０ｍｍ平方あたり０．１～１ｇ坪量で内袋１１内に分散し
ていることが、均一かつ穏やかな発熱を達成するうえで好ましい。
【００４０】
　前記外袋１３は、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリカ蒸着フィルムおよび塩化ビニ
リデンコートフィルムなどの無孔フィルムからなることが好ましい。なかでも、酸素や水
蒸気の非透過性、および、水素の適切な透過性の点で、塩化ビニリデンコートフィルムが
好ましい。無孔フィルムの厚さは、３０～３００μｍが好ましい。
【００４１】
　前記扁平状袋１１の内部に封入され、空気の存在下で酸化発熱する発熱組成物１２とし
ては、従来の発熱組成物を使用すればよい。たとえば鉄粉などの金属粉、活性炭、水、保
水剤（木粉、バーミキュライト、けい藻土、パーライト、シリカゲル、アルミナ、吸水性
樹脂など）、食塩などからなるものを用いることができるが、これらに限定されるもので
はない。
【００４２】
　内袋１１は、少なくともその一部が通気性面であり、通気小孔または微細孔群を有して
いる。すなわち、その一方の面（図６において下側の面）が通気性面１４で、他方の面が
非通気性面１５であってもよいし、また両面とも通気性面であってもよい。さらに、片面
のうち、一部が通気性面で残りが非通気性面であってもよい。
【００４３】
　非通気面を設ける場合、その非通気面を構成する樹脂としては、たとえば、ナイロン、
ポリエチレン、ポリプロピレンなどの合成樹脂が好ましくあげられる。
【００４４】
　通気性面は、織布、不織布、編布、上記非通気性材料に穿孔したフィルム、これらの組
合せなど、従来より使用されている材料で形成される。
【００４５】
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　内袋１１の大きさは、本発明において、とくに限定されるものではなく、化学カイロ収
納部（またはポケット）の形状、大きさなどに応じて適宜選定すればよい。また、形状と
しては、矩形に限らず、円形、楕円形、舌片形状、ハート型など、他の形状を採用するこ
ともできる。厚さは、装着感がよく、関節の動きの妨げになりにくいという点から、１～
１５ｍｍ、好ましくは２～８ｍｍである。また、厚さに関しては、均一性をもたせたもの
の他に、内袋１１の厚さに凹凸をつけて圧迫感を変化させることも可能である。
【００４６】
　内袋１１の通気性は、いわゆる低温火傷が発生し得る皮膚表面温度と時間を考慮して決
定すればよい。たとえば、低温火傷を起こす可能性のある皮膚温度と時間としては、皮膚
温度４２℃では６時間、４３℃では３時間、４４℃では１．５時間、４５℃では４５分間
とされており、これらの閾値以上にならないように、発熱組成物の組成を考慮しながら制
御すればよい。ただし、短時間の治療であれば、さらに高温（たとえば６０℃、さらには
７０℃）に発熱させてもよい。
【００４７】
　限定的ではないが、内袋１１全体の通気性としては、ＪＩＳ Ｋ７１２９に規定される
Ａ法（感湿センサー法）により測定した水蒸気透過度の値で、１００～２０００ｇ／ｍ２

・２４ｈが好ましく、２００～８００ｇ／ｍ２・２４ｈがより好ましい。水蒸気透過度が
２０００ｇ／ｍ２・２４ｈより大きいと発熱組成物が過剰に発熱することがあり、１００
ｇ／ｍ２・２４ｈよりも小さいと、発熱組成物が充分に発熱できないことがある。
【００４８】
　化学カイロ２と収納部３、特に収納部３の内側（腕や膝側）布７や外側布６の構造によ
っても、発熱温度や持続時間を制御することができる。
【００４９】
　たとえば、つぎのような組合せがあるが、これらのみに限定されるものではない。
（１）内側布が通気性の構造で、化学カイロが両面通気性である場合
　この場合、比較的高温の発熱温度が得られるが、低温火傷などに注意を要する。
（２）内側布が通気性の構造で、化学カイロが片面のみ通気性である場合
　この場合、化学カイロの通気面が体と反対側（外側）にくるように化学カイロを収納部
３に入れると、空気の取入れが容易になり、発熱温度が比較的高くなる（約３８～約４２
℃）。逆に、化学カイロの通気面が体側（内側）にくるように化学カイロを収納部３に入
れると、空気の取入れが制限され、発熱温度が比較的低くなる（約３６～約４０℃）。
【００５０】
　すなわち、化学カイロ２の入れる向きによって、温熱治療に必要な温度に合わせること
ができる。
（３）内側布が非通気性または難通気性の構造で、化学カイロが両面通気性である場合
　この場合、比較的高温の発熱温度が得られ、低温火傷などへの対応は、内側布の熱伝導
性を選択設定することにより、制御できる。
（４）内側布が非通気性または難通気性の構造で、化学カイロが片面のみ通気性である場
合
　この場合、内側布の熱伝導性を考慮しながら、上記（２）のように化学カイロ２の入れ
る向きによって、温熱治療に必要な温度に調整することができる。
（５）内側布および外側布共に非通気性とし、収納部に化学カイロの出し入れ用の手段を
設ける場合
　この場合、収納部の機能で温熱治療に必要な温度調整が可能になる。
【００５１】
　内側布を非通気性または難通気性の構造にするには、たとえば収納部の体側に非通気性
のフィルムを貼り付けたりすればよい。
【００５２】
　また、化学カイロの収納部を上記のような袋状（またはポケット）ではなく、化学カイ
ロを係止（装着）するだけの形態にもすることができる。この場合、化学カイロはホルダ
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ーの外表面または内表面に装着されることになる。化学カイロを装着する手段としては、
粘着剤による貼り付け、面ファスナーによる固定、ボタンによる固定などがあげられる。
【００５３】
　化学カイロをホルダーに貼り付けるタイプとするときは、内袋１１の一方の面（たとえ
ば図６において面１４）に通常の粘着性物質からなる粘着剤層を形成し、この粘着剤層上
に剥離紙や剥離フィルムを設けてもよい。
【００５４】
　粘着剤層は、内袋１１の片面全体に設けるようにしてもよいし、縞模様、格子模様、水
玉模様などの適宜の模様を形成するように部分的に設けるようにしてもよい。また、非通
気性面に設けてもよいし、通気性面に設けてもよい。
【００５５】
　以上に肘に用いるタイプの温熱治療具を説明したが、膝に用いる場合も、膝に合わせて
大きさを調整すればよい。
【００５６】
　つぎに本第２の発明について具体的に説明する。
【００５７】
　本第２の発明うちの手首用の温熱治療具は、伸縮性の材料で作製された円筒状のホルダ
ーと該ホルダーに保持される化学カイロからなり、該ホルダーが、手首領域と手の平およ
び手の甲領域からなり、手首領域に化学カイロの出し入れまたは装着が可能な収納部を有
し、手の平および手の甲領域に手の指を挿通する開口を有することを特徴とする。
【００５８】
　図８～１１に従って、本発明の手首用の温熱治療具の好ましい実施形態を説明するが、
本発明はこの実施形態に限定されず、種々の変更が可能である。もちろん、足首用の温熱
治療具としても、後述するような変更を加えることによって実施できる。
【００５９】
　図８は、本発明の手首用の温熱治療具の概略斜視図であり、図９は図８の温熱治療具を
手首に装着したときの概略説明図であり、図１０は別の実施形態の概略斜視図であり、図
１１は図９のＡ－Ａ線断面図である。
【００６０】
　温熱治療具は円筒状のホルダー１０１と化学カイロ１０２とからなり、ホルダー１０１
は、手首領域１０３と手の平および手の甲領域（以下、「手の甲領域」という）１０４と
からなる。
【００６１】
　ホルダー１０１の手首領域１０３には化学カイロ１０２の出し入れが可能な袋状の収納
部１０５が設けられている。そして、本実施形態では、化学カイロ収納部１０５には、化
学カイロ１０２の出し入れ用の開口部１０６が１箇所設けられており、収納部１０５に収
納された化学カイロ１０２は、収納部１０５内で自由に位置決め可能になっている。
【００６２】
　ホルダー１０１の手の甲領域１０４には、手の指を挿通する挿通口１０７、１０８を有
している。挿通口１０７は左手の手首を温熱治療する場合に左手の親指を挿入する開口で
あり（図９参照）、挿通口１０８は右手に適用する場合、右手の親指を挿入する開口であ
る。なお、挿通する指は特に限定されず、したがって挿通口１０７、１０８の位置、数も
限定されない。
【００６３】
　ホルダー１０１は伸縮性の材料で構成されており、手首関節の曲げ伸ばしに追随できる
ようにされている。本第２の発明では、ホルダー１０１の手首領域にホルダー１０１の固
定を容易にするための締付け領域１０９を設けている（図８参照）。化学カイロ１０２の
収納部１０５は締め付け領域１０９に形成することが望ましい。ただし、図１０に示すよ
うに、締め付け領域をリング状の領域１０９ａとし、１本～数本、たとえば１～３本設け
て、実際に締め付けに使う領域を狭くしてもよい。
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【００６４】
　ホルダー１０１は、前述のように、余りきつく手首を締め付けると血流を止めて鬱血を
生ずることがあるので、化学カイロ１０２を収納部１０５に収納した状態で手首または足
首に装着されたときのホルダー１０１の皮膚への圧迫力を８０ｈＰａ以下に設定すること
が好ましい。鬱血が起こると、患部に熱が滞留し、低温火傷が生ずる恐れがあるため、圧
迫力は、さらには４０ｈＰａ以下、特に３５ｈＰａ以下とすることが望ましい。また、下
限は、ゆるくなると患部への追従性が失われて移動しやすくなり、治療部位に位置するこ
とが難しくなることから、１０ｈＰａ、さらには２０ｈＰａ、特に３０ｈＰａである。
【００６５】
　この実施形態では、ホルダー１０１は１枚の伸縮性の繊維製品（織布、編布、不織布な
ど）を折り畳んで２重にして開放部を閉じた形、すなわち多重構造の袋状としている。そ
して、編成工程時に開口部１０６を設けている。開口部１０６は、この実施形態のように
１箇所でもよいが、治療する範囲や位置に応じて１～６箇所、好ましくは１～３箇所配設
する。開口部１０６の配置は特に限定されない。
【００６６】
　開口部１０６は、図１１に示すように、袋状のホルダー１０１の外側布１１０ａを一部
開口状態にしたまま編成している。この場合、収納部１０５はホルダー１０１を構成して
いる外側布１１０ａと内側布１１０ｂの間の空間であり、この中に化学カイロ１０２が収
納される。
【００６７】
　図示していないが、袋状のホルダー１０１を適宜縫製して個別の収納部（ポケット）を
設けてもよい。この場合、ポケットを関節の曲がる方向に配置すると、関節を曲げたとき
に圧迫感があるので、ポケットは関節の動きを妨げない上面側（手の甲側）（足首用の場
合は足の甲側）が好ましい。しかし、治療部位によっては、加えて、手首の周囲を取り囲
むように、および／または上下する方向で配置してもよい。
【００６８】
　図示されていないが、収納部は、別途作製し、ホルダー１０１に縫い付けたり貼り付け
たりしてもよい。貼り付ける場合は粘着剤を使用してもよいし、面ファスナーなどで着脱
自在に位置が変えられるようにしてもよい。
【００６９】
　また、開口部１０６に蓋や覆いを付けてもよいし、脱落を防止する観点から、ボタンや
ファスナー（線状または面ファスナー）を取り付けてもよい。
【００７０】
　ホルダー１０１は伸縮性の材料で構成されるが、材料としては合成繊維単独、さらには
植物繊維や動物繊維、鉱物繊維などの天然繊維を混合して、伸縮性、装着感、熱伝導性、
加工性、耐磨耗性、耐薬品性などを考慮しながら適宜選定すればよい。好ましい繊維材料
は、ポリアミド、ポリウレタン、ポリエステルなどが例示できる。また限定されないが、
繊維の太さは３～１００μｍ、好ましくは１０～５０μｍでよい。繊維の機械的特性とし
ては、引張強度で１０～３００ｋｇ／ｍｍ２、好ましくは１０～１００ｋｇ／ｍｍ２であ
り、伸びで１～５０％、好ましくは５～３０％である。
【００７１】
　伸縮性は繊維の材質にも関係するが、布の作製方法によって制御できる。好ましくは編
布であり、丸編、横編、平編、ゴム編、パール編、両面編など、特に丸編で編まれた布が
縫製せずに予め円筒形に形成できるので好ましい。
【００７２】
　この伸縮性の材料でホルダー１０１は作製されるが、作製方法は、前述のような１枚も
の、袋状のもののほか、伸縮性、屈曲性を損なわない方法であればどのような方法で作製
してもよい。
【００７３】
　ホルダー１０１の寸法は、想定する被治療者の体格に応じて各種のサイズのものを適宜
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選べるようにすればよい。
【００７４】
　つぎに本発明の他方の構成要素である化学カイロについて図１２に従って説明する。
【００７５】
　本発明に用いる化学カイロ１０２は、たとえば、図１２に示すように、偏平状袋（以下
、内袋と称す）１１１内に空気の存在下で酸化発熱する発熱組成物１１２が封入されてお
り、前記偏平状袋１１１が気密性袋（以下、外袋と称す）１１３内に収納されている。
【００７６】
　また、発熱組成物１１２は、１０ｍｍ平方あたり０．１～１ｇ坪量で内袋１１内に分散
していることが、均一かつ穏やかな発熱を達成するうえで好ましい。
【００７７】
　前記外袋１１３は、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリカ蒸着フィルムおよび塩化ビ
ニリデンコートフィルムなどの無孔フィルムからなることが好ましい。なかでも、酸素や
水蒸気の非透過性、および、水素の適切な透過性の点で、塩化ビニリデンコートフィルム
が好ましい。無孔フィルムの厚さは、３０～３００μｍが好ましい。
【００７８】
　前記扁平状袋１１１の内部に封入され、空気の存在下で酸化発熱する発熱組成物１１２
としては、従来の発熱組成物を使用すればよい。たとえば鉄粉などの金属粉、活性炭、水
、保水剤（木粉、バーミキュライト、けい藻土、パーライト、シリカゲル、アルミナ、吸
水性樹脂など）、食塩などからなるものを用いることができるが、これらに限定されるも
のではない。
【００７９】
　内袋１１１は、少なくともその一部が通気性面であり、通気小孔または微細孔群を有し
ている。すなわち、その一方の面１１４が通気性面で、他方の面１１５が非通気性面であ
ってもよいし、また両面とも通気性面であってもよい。さらに、片面のうち、一部が通気
性面で残りが非通気性面であってもよい。
【００８０】
　非通気面を設ける場合、その非通気面を構成する樹脂としては、たとえば、ナイロン、
ポリエチレン、ポリプロピレンなどの合成樹脂が好ましくあげられる。
【００８１】
　通気性面は、織布、不織布、編布、上記非通気性材料に穿孔したフィルム、これらの組
合せなど、従来より使用されている材料で形成される。
【００８２】
　内袋１１１の大きさは、本発明において、とくに限定されるものではなく、化学カイロ
収納部（またはポケット）の形状、大きさなどに応じて適宜選定すればよい。また、形状
としては、矩形に限らず、円形、楕円形、舌片形状、ハート型など、他の形状を採用する
こともできる。厚さは、装着感がよく、関節の動きの妨げになりにくいという点から、１
～１５ｍｍ、好ましくは２～８ｍｍである。また、厚さに関しては、均一性をもたせたも
のの他に、内袋１１１の厚さに凹凸をつけて圧迫感を変化させることも可能である。
【００８３】
　内袋１１１の通気性は、いわゆる低温火傷が発生し得る皮膚表面温度と時間を考慮して
決定すればよい。たとえば、低温火傷を起こす可能性のある皮膚温度と時間としては、皮
膚温度４２℃では６時間、４３℃では３時間、４４℃では１．５時間、４５℃では４５分
間とされており、これらの閾値以上にならないように、発熱組成物の組成を考慮しながら
制御すればよい。ただし、短時間の治療であれば、さらに高温（たとえば６０℃、さらに
は７０℃）に発熱させてもよい。
【００８４】
　限定的ではないが、内袋１１１全体の通気性としては、ＪＩＳ Ｋ７１２９に規定され
るＡ法（感湿センサー法）により測定した水蒸気透過度の値で、１００～２０００ｇ／ｍ
２・２４ｈが好ましく、２００～８００ｇ／ｍ２・２４ｈがより好ましい。水蒸気透過度
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が２０００ｇ／ｍ２・２４ｈより大きいと発熱組成物が過剰に発熱することがあり、１０
０ｇ／ｍ２・２４ｈよりも小さいと、発熱組成物が充分に発熱できないことがある。
【００８５】
　化学カイロ１０２と収納部１０５、特に収納部１０５の内側布１１０ｂや外側布１１０
ａの構造によっても、発熱温度や持続時間を制御することができる。
【００８６】
　たとえば、つぎのような組合せがあるが、これらのみに限定されるものではない。
（１）内側布が通気性の構造で、化学カイロが両面通気性である場合
　この場合、比較的高温の発熱温度が得られるが、低温火傷などに注意を要する。
（２）内側布が通気性の構造で、化学カイロが片面のみ通気性である場合
　この場合、化学カイロの通気面が体と反対側（外側）にくるように化学カイロを収納部
５に入れると、空気の取入れが容易になり、発熱温度が比較的高くなる（約３８～約４２
℃）。逆に、化学カイロの通気面が体側（内側）にくるように化学カイロを収納部５に入
れると、空気の取入れが制限され、発熱温度が比較的低くなる（約３６～約４０℃）。
【００８７】
　すなわち、化学カイロ１０２の入れる向きによって、温熱治療に必要な温度に合わせる
ことができる。
（３）内側布が非通気性または難通気性の構造で、化学カイロが両面通気性である場合
　この場合、比較的高温の発熱温度が得られ、低温火傷などへの対応は、内側布の熱伝導
性を選択設定することにより、制御できる。
（４）内側布が非通気性または難通気性の構造で、化学カイロが片面のみ通気性である場
合
　この場合、内側布の熱伝導性を考慮しながら、上記（２）のように化学カイロ１０２の
入れる向きによって、温熱治療に必要な温度に調整することができる。
（５）内側布および外側布共に非通気性とし、収納部に化学カイロの出し入れ用の手段を
設ける場合
　この場合、収納部の機能で温熱治療に必要な温度調整が可能になる。
【００８８】
　内側層を非通気性または難通気性の構造にするには、たとえば収納部の体側に非通気性
のフィルムを貼り付けたりすればよい。
【００８９】
　また、化学カイロの収納部を上記のような袋状（またはポケット）ではなく、化学カイ
ロを係止（装着）するだけの形態にもすることができる。この場合、化学カイロはホルダ
ーの外表面または内表面に装着されることになる。化学カイロを装着する手段としては、
粘着剤による貼り付け、面ファスナーによる固定、ボタンによる固定などがあげられる。
【００９０】
　化学カイロをホルダーに貼り付けるタイプとするときは、内袋１１１の一方の面（たと
えば図１２において面１１５）に通常の粘着性物質からなる粘着剤層を形成し、この粘着
剤層上に剥離紙や剥離フィルムを設けてもよい。
【００９１】
　粘着剤層は、内袋１１１の片面全体に設けるようにしてもよいし、縞模様、格子模様、
水玉模様などの適宜の模様を形成するように部分的に設けるようにしてもよい。また、非
通気性面に設けてもよいし、通気性面に設けてもよい。
【００９２】
　以上に手首に用いるタイプの温熱治療具を説明したが、足首に用いる場合も、足首に合
わせて形状、大きさを調整すればよい。
【００９３】
　また、第２の発明のうちの足首用の温熱治療具は、伸縮性の材料で作製された円筒状の
ホルダーと該ホルダーに保持される化学カイロからなり、該ホルダーが、足首領域と足の
甲および踵領域からなり、足首領域に化学カイロの出し入れまたは装着が可能な収納部を
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有することを特徴とする。
【００９４】
　図１３～１４に従って、本発明の足首用の温熱治療具の好ましい実施形態を説明するが
、本発明はこの実施形態に限定されず、種々の変更が可能である。
【００９５】
　図１３は、本発明の足首用の温熱治療具の概略平面図であり、図１４は図１３の温熱治
療具を足首に装着したときの概略説明図である。
【００９６】
　足首用の温熱治療具は円筒状のホルダー１２１と化学カイロ１２２とからなり、ホルダ
ー１２１は、足首領域１２３と足の甲および踵領域１２４とからなる。
【００９７】
　ホルダー１２１の足首領域１２３には化学カイロ１２２の出し入れが可能な袋状の収納
部１２５が設けられている。収納部１２５にはカイロの出し入れ用の開口部１２６が設け
られている。そして、図１３には、開口部１２６が足首の側面に１箇所示されているが、
反対側にさらに１箇所設けてもよいし、治療を要する箇所によっては１～６個を適宜設け
てもよい。１２７は締め付け部である。
【００９８】
　足首用のホルダー１２１には部分的な切れ込み１２８が入れられており、この部分を踵
に配置することで、安定した装着が可能になる（図１４参照）。
【００９９】
　切れ込み１２８に代えて、靴下用の丸編み機などを用いて踵の突出に対応するようにし
てもよい。
【０１００】
　ホルダー１２１の材質や作製方法、化学カイロ１２２については手首用の温熱治療具で
説明した事項がこの足首用温熱治療具にも適用できる。
【実施例】
【０１０１】
　つぎに本発明の温熱治療具を実施例をあげて説明するが、本発明はこれらの実施例に限
定されるものではない。
実施例１
　ポリアミド繊維を丸編した厚さ０．５ｍｍのスパンデックス布を用いて図１に示す、開
口部が２箇所設けられた袋状の化学カイロ収納部をもつ膝用のホルダー（周径１８０ｍｍ
、長さ１５０ｍｍ）を作製した。
【０１０２】
　このホルダーを成人男子の膝にサポーターと同様にして装着した。その際、ホルダーの
内側布越しに化学カイロが当たる皮膚上に熱電対を貼り付け、皮膚表面温度の変化が記録
できるようにセットした。
【０１０３】
　化学カイロとして、縦９５ｍｍ、横７０ｍｍ、厚さ３ｍｍで片面が非通気性の内袋を有
する化学カイロを２個用いた。この内袋を外袋から取り出し、数回空気中で振った後、一
方のポケットに非通気性面を下向き（通気性面が上向き）に入れ、他方のポケットに非通
気性面を上向き（通気性面が下向き）に入れ、皮膚温度の経時変化（８時間）を調べた。
結果を図７に示す。図７中、実線は通気性面を下向きにセットした場合、破線は通気性面
を上向きにセットした場合である。
【０１０４】
　図７に示すように、非通気性面を上向きにするか下向きにするかによって、皮膚の温度
を調節できる。
【０１０５】
　なお、被験者は８時間装着したままで日常生活を行ったが、本発明の温熱治療具が大き
くズレることはなく、化学カイロが脱落することもなかった。また、膝の曲げ伸ばしに違
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和感はなく、鬱血などの障害も生じていなかった。
実施例２
　ポリアミド繊維を丸編した厚さ０．５ｍｍのスパンデックス布を用いて図８に示す開口
部が１箇所設けられた袋状の化学カイロ収納部をもつ手首用のホルダー（関節部の周径１
４０ｍｍ、長さ１３０ｍｍ）を作製した。
【０１０６】
　このホルダーを成人男子の手首にサポーターと同様にして装着した。その際、内側布越
に化学カイロが当たる皮膚上に熱電対を貼り付け、皮膚表面温度の変化が記録できるよう
にセットした。
【０１０７】
　化学カイロとして、縦９５ｍｍ、横７０ｍｍ、厚さ３ｍｍで片面が非通気性の内袋を有
する化学カイロを用いた。この内袋を外袋から取り出し、開口部から収納部に非通気性面
を下向き（通気性面が上向き）に入れ、皮膚温度の経時変化（８時間）を調べた。結果を
図１５に示す。
実施例３
　実施例２において、化学カイロを収納部に非通気性面を上向き（通気性面が下向き）に
入れたほかは同様にして皮膚温度の経時変化（８時間）を調べた。結果を図１５に示す。
【０１０８】
　図１５に示すように、非通気性面を上向きにするか下向きにするかによって、皮膚の温
度を調節できる。
【０１０９】
　なお、被験者は８時間装着したままで日常生活を行ったが、本発明の温熱治療具が大き
くズレることはなく、化学カイロが脱落することもなかった。また、手首の回転や曲げに
違和感はなく、鬱血などの障害も生じていなかった。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】本発明の温熱治療具の肘用の好ましい実施形態の概略平面図である。
【図２】図１のＣ－Ｃ断面図である。
【図３】図１のＤ－Ｄ断面図である。
【図４】図１に示すホルダーの開口部の部分概略平面図である。
【図５】図１の温熱治療具を肘に装着したときの概略説明図である。
【図６】本発明に使用可能な化学カイロの一実施形態の概略断面図である。
【図７】実施例１で測定した皮膚温度の変化を示すグラフである。
【図８】本発明の温熱治療具の手首用の好ましい実施形態の概略斜視図である。
【図９】図９に示す手首用温熱治療具を手首に装着したときの概略説明図である。
【図１０】本発明の温熱治療具の手首用の別の実施形態の概略斜視図である。
【図１１】図９のＡ－Ａ線断面図である。
【図１２】本発明に使用可能な化学カイロの一実施形態の概略断面図である。
【図１３】本発明の温熱治療具の足首用の好ましい実施形態の概略平面図である。
【図１４】図１３に示す足首用温熱治療具を足首に装着したときの概略説明図である。
【図１５】実施例２および３で測定した皮膚温度の変化を示すグラフである。
【符号の説明】
【０１１１】
　　　　　　１、１０１、１２１　　ホルダー
　　　　　　２、１０２、１２２　　化学カイロ
　　　　　　３、１０５、１２５　　化学カイロ収納部
　４、１０９、１０９ａ、１２７　　締付け領域
　　　　　　５、１０６、１２６　　開口部
　　　　　　　　　６、１１０ａ　　外側布
　　　　　　　　　７、１１０ｂ　　内側布
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　　　　　　　　　１１、１１１　　内袋
　　　　　　　　　１２、１１２　　発熱組成物
　　　　　　　　　１３、１１３　　外袋
　　　　　　　　　　　　　１４　　通気性面
　　　　　　　　　　　　　１５　　非通気性面
　　　　　　　　　　　　１０３　　手首領域
　　　　　　　　　　　　１０４　　手の甲領域
　　　　　　　　１０７、１０８　　挿通口
　　　　　　　　　　　　１２３　　足首領域
　　　　　　　　　　　　１２４　　足の甲領域
　　　　　　　　　　　　１２８　　切り込み

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】
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